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綾瀬市地域防災計画等改訂業務委託仕様書 

 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第１条 本業務は、この仕様書により定めるものとするが、記述のない事項につ

いては、綾瀬市（以下「発注者」という。）及び受託者（以下「受注者」とい

う。）が協議して決定するものとする。 

（目的） 

第２条 本業務は、国・県における災害対応の動向や被災地における教訓等を踏

まえて、本市の各種計画及びマニュアルの更新・作成を行うとともに、更新・

作成のプロセスを通じて本市の災害対応力の向上を図ることを目的とする。 

 受注者は、本業務の実施に当たり、法令はもとより、社会状況や国・県の計画

策定状況、本市の人的・物的資源の状況などを踏まえて、各種計画・マニュア

ルに必要な内容の検討・提案を行い、その更新・作成作業を支援するものとす

る。 

（履行期間） 

第３条 履行期間は、契約日の翌日から令和９年３月３１日までとする。 

 （履行場所） 

第４条 履行場所は綾瀬市早川５５０番地地内とする。 

 

第２章 共通事項 

（計画準備） 

第１条 計画準備は、作業実施計画書の提出により、作業工程・方法・人員配置

等を検討し、作業に支障をきたさないよう準備を行うものとする。なお、本業

務の開始にあたり実施する庁内説明会において使用するための概要説明資料

（綾瀬市地域防災計画等改訂業務のマイルストーン等。PowerPoint 版Ａ４、

３枚程度）を作成すること。 

（資料収集整理） 

第２条 資料収集整理は、現行地域防災計画及び神奈川県地域防災計画、神奈川

県地震被害想定調査報告書、その他必要な諸計画等の資料を収集整理し、作業

に備えるものとする。 

（関係機関・庁内各課意見照会用資料、回答文案の作成） 

第３条 各計画改訂・策定において関係機関・庁内各課意見照会に係る資料を作

成するとともに、意見に対する回答文案を作成すること。 

（業務報告書の作成） 

第４条 検討事項、打合せ議事録、関係機関・庁内各課意見照会関連資料、防災
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会議・国民保護協議会関係資料等を業務報告書として作成すること。 

（打合せ協議） 

第５条 打合せ協議（対面を基本とする）は、計画ごとに初回、中間（４回）及

び納品時の計６回を基本とするが、必要に応じて随時行う。打合せ事項につい

て、受注者はその都度議事録等を発注者に提出し、確認を行うものとする。 

（新旧対照表の作成） 

第６条 地域防災計画、業務継続計画及び国民保護計画については、現行の計画

と改訂案の新旧対照表を作成すること。 

 

第３章 地域防災計画改訂 

（地域防災計画の改訂課題・方針の検討支援） 

第１条 地域防災計画の改訂課題・方針の検討にあたり、以下の内容に留意する

ものとする。 

(1)各種資料収集整理結果をもとに、本市の地域防災計画の修正で対応すべき課

題の洗い出しを行う。 

(2)上記の課題を踏まえて、本市の特性や受注者の業務経験及び他市の取組事例

等を考慮しながら、具体的な修正方針、修正内容について整理して提案する。 

（地域防災計画本編の改訂素案の作成支援） 

第２条 前条の内容を踏まえて、綾瀬市地域防災計画の本編の改訂素案を作成

する。その際、過去の災害における教訓や他都市の事例等を踏まえつつ、現状

の綾瀬市の状況への適合性を考慮し、実効性の高い計画となるよう留意する。 

（パブリックコメントの実施支援） 

第３条 前条で作成した改訂素案に基づいて、パブリックコメントを実施する

際に、受注者はパブリックコメント結果のとりまとめや対応方針案の作成等

を支援する。 

（地域防災計画本編の作成） 

第４条 前条のパブリックコメントの結果を踏まえて、綾瀬市防災会議へ付議

するための「案」及びその結果を踏まえた綾瀬市地域防災計画の改訂を支援す

る。また、完成した計画については、印刷原稿を作成する。 

（資料編及び概要版の作成） 

第５条 作成した「綾瀬市地域防災計画」について、計画内容を抜粋した概要版

を作成するものとする。作成にあたっては、Ａ４版横両面１枚を基本とする。

また、資料編については、経年変化、地域防災計画本編の改訂結果等を踏まえ

て、最新の内容への修正を行うため、修正箇所の整理等の支援を行う（具体的

な情報整理は発注者で実施する）。 

 （庁内部署、関係機関との協議支援） 
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第６条 第１条から前条までの業務を行う上で必要となる庁内各部署及び関係

機関への意見照会等について、意見等の集約、それらの意見に対する回答案の

作成及び意見の対立等が生じた場合の調整案の作成及び説明等の支援を行う。 

 （各種会議の運営支援） 

第７条 綾瀬市防災会議及び庁内調整のための会議について、会議資料の作成

支援及び資料説明、会議出席、会議結果のとりまとめと地域防災計画への反映

支援を行う。なお、想定されている会議は防災会議（３回）及び庁内会議（１

～２回）とする。 

 

第４章 業務継続計画（地震対策編及び感染症対策編）改訂 

（基本方針の検討） 

第１条 綾瀬市業務継続計画の現状と課題を分析・整理し、改訂のための基本方

針を検討する。その際、綾瀬市の現状の取組状況等に十分留意し、実効性・具

体性の高いものとなるよう留意すること。 

（業務継続に関するリスクの設定） 

第２条 業務継続計画の対象となる事象について、特に影響が大きいと思われ

るものを選定し、被害想定等について整理する。当該想定に基づき、職員の参

集や執務環境の状況等、業務を継続する上で利用可能な資源の分析を行う。 

 （非常時優先業務の見直し） 

第３条 地域防災計画の見直し結果も踏まえ、各部に対する照会やヒアリング

調査等を通じて、危機事象発生時において継続すべき非常時優先業務の洗い

出しを行う。非常時優先業務の洗い出しについては、本市における特性や策定

後一定期間が経過していることも踏まえて、実効性の高い方法を提案するこ

と。 

 （業務継続に向けた対策等の検討） 

第４条 前条で整理した非常時優先業務を危機事象発生時に実施することを想

定した場合における課題と、事前に実施が望まれる対策事項や内容について、

本市の現状を踏まえて検討・整理すること。 

（業務継続計画の改訂案の作成） 

第５条 第１条から前条までの検討結果を踏まえて、業務継続計画の改訂案を

作成する。なお、計画の進行管理の方法や定着方法について、本市の状況を踏

まえて具体的かつ実効性ある内容となるよう検討を行い、当該内容に盛り込

むこと。また、完成した計画については、印刷原稿を作成する。なお、改訂案

については、計画内容を抜粋した概要版を作成するものとする。作成にあたっ

ては、Ａ４版横両面１枚を基本とする。 

 



4 
 

第５章 受援計画策定 

（基本方針の検討） 

第１条 地域防災計画における受援体制や、国・県における関連計画・ガイドラ

イン、近年における災害とその教訓等に関する情報を収集・整理する。収集・

整理した内容を踏まえ、受援計画の基本方針、基本構想及び受援体制について

検討を行う。 

（受援対象業務の選定） 

第２条 国のガイドラインや、綾瀬市における災害対策の状況を踏まえて、受援

対象業務について選定する。なお、国のガイドラインに定める受援対象業務を

考慮すること。 

 （受援業務シートの作成） 

第３条 応援者・応援団体が、円滑かつ効率的に業務が進められるように、選定

した全ての業務に対して、業務目的、業務内容、業務手順等を簡潔にとりまと

め、チェックすることでどの対応まで完了しているかわかるような「受援業務

シート」を作成する。 

 （受援計画の策定） 

第４条 第１条から前条の結果を踏まえて、受援計画についてとりまとめる。ま

た、完成した計画については、印刷原稿を作成する。 

 （庁内部署、関係機関との協議支援） 

第５条 第１条から前条までの業務を行う上で必要となる庁内各部署及び関係

機関への意見照会等について、必要な照会資料の作成、意見等の集約、それら

の意見に対する回答案の作成及び意見の対立等が生じた場合の調整案の作成、

説明等を行う。なお、庁内各部署に対して意見照会を行う場合には、受援計画

について新規に作成する状況を踏まえて、説明会の開催を含めた適切な支援

を行うこと。 

 

第６章 国民保護計画改訂 

 （改訂方針の検討） 

第１条 各種資料収集整理結果をもとに、現行の綾瀬市国民保護計画における

現状の課題、問題点を把握し、整理するとともに、国民保護計画の改訂方針を

検討する。 

 （改訂素案の作成） 

第２条 国民の保護に関する基本指針や神奈川県国民保護計画等国民保護に関

する関連規則等を踏まえるとともに現行の綾瀬市国民保護計画の現状の綾瀬

市への適合性についても検討し、改訂素案を作成する。また、素案作成後、発

注者と協議をし、必要に応じて修正を行い、修正素案をとりまとめる。 
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 （修正・校正作業） 

第３条 国民保護計画 

 修正素案に対する、県、庁内各課その他防災関係機関の意見照会結果や指摘事

項をもとに、修正案（二次案）の検討を行うものとする。また、それぞれの修

正意見や指摘内容について対応一覧表を作成する。 

 （国民保護協議会運営支援） 

第４条 綾瀬保護協議会等の国民保護計画を作成するための会議に必要な資料

を作成するほか、必要に応じて会議に出席し、助言等を行う。なお、想定され

ている会議は国民保護協議会（２～３回）及び庁内会議（１～２回）とする。 

 （避難実施マニュアルの作成） 

第５条 消防庁の「避難実施要領のパターン」作成の手引きなどを参考に、地域

の特性を内容に反映しながら、国民保護法が適用される事案に対する市の避

難実施マニュアルを作成する。 

 （国民保護計画の作成） 

第６条 綾瀬市国民保護協議会等の結果を踏まえて国民保護計画の最終校正を

実施し、印刷原稿を作成する。また、改訂された国民保護計画について、重要

な修正点を簡潔にまとめた国民保護計画概要版を作成するものとする。作成

にあたっては、Ａ４版横両面１枚を基本とする。 

 

第７章 各種防災マニュアルの策定 

 （策定方針の検討） 

第１条 今回改訂・策定する地域防災計画や業務継続計画、受援計画との整合性

及びそれらの実行性の確保に十分留意するとともに、現在作成されている各

マニュアルの内容や、国等における関連ガイドラインや他都市事例等の情報

収集を行い、各部が防災マニュアルを作成する上での指針となる、「防災マニ

ュアル作成ガイドライン」を作成すること 

大災害の被災経験のない本市においても実効性のある防災マニュアルを策

定できるよう、その内容については十分留意すること。 

 （各マニュアルの更新・新規策定） 

第２条 地域防災計画に記載されている各マニュアル（別紙「各マニュアル一

覧」）の更新・新規策定支援を行う。また、業務継続計画の改訂や受援計画の

策定において、それぞれの計画に付随するマニュアルの作成が必要となった

場合には当該マニュアルの策定も支援する。 
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第８章 スケジュール 

 （スケジュール） 

第１条 スケジュールについては、以下を想定する（別紙「業務工程」を参照。）。

なお、実際の業務提案にあわせてより適切なスケジュールがある場合には別

途、協議する。 

 令和６年６月～令和８年 １月 地域防災計画の改訂 

 令和７年４月～令和８年１０月 業務継続計画の改訂及び受援計画の策定 

 令和７年４月～令和９年 １月 国民保護計画の改訂 

 令和８年４月～令和９年 ３月 防災マニュアルの策定 

 

第９章 成果品 

第１条 各計画改訂等に伴う業務の成果品を次のとおり納品すること。 

 【令和６年度業務】 

(1)業務報告書：１部 

(2)地域防災計画改訂素案（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(3)防災会議資料：必要部数 

(4)防災会議及びパブリックコメントにおける意見回答案原稿（WORD 及び PDF 形

式）：一式 

 【令和７年度業務】 

(5)業務報告書：１部 

(6)地域防災計画（資料編及び概要版含む）：印刷製本３部 

(7)地域防災計画原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(8)地域防災計画新旧対照表原稿(WORD 及び PDF 形式)：一式 

(9)防災会議資料：必要部数 

(10)国民保護計画改訂素案（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(11)国民保護協議会資料：必要部数 

 【令和８年度業務】 

(12)業務報告書：１部 

(13)防災会議資料：必要部数 

(14)業務継続計画（概要版含む）：印刷製本３部 

(15)業務継続計画原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(16)業務継続計画新旧対照表原稿(WORD 及び PDF 形式)：一式 

(17)受援計画：印刷製本３部 

(18)受援計画原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(19)国民保護計画（概要版含む）：印刷製本３部 

(20)国民保護計画原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 
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(21)国民保護計画新旧対照表原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(22)国民保護協議会資料：必要部数 

(23)防災マニュアル：印刷製本３部 

(24)防災マニュアル原稿（WORD 及び PDF 形式）：一式 

(25)上記計画、防災マニュアル及び業務報告書を格納した記録媒体(DVD)：２セ

ット 

（成果品の帰属） 

第２条 成果品はすべて発注者に帰属するものとする。 

 

第１０章 委託料の請求及び支払方法 

（委託料の請求） 

第１条 委託料の請求については、前章第１条の各年度の業務に係る額につい

て行うものとする。 

 （委託料の支払い） 

第２条 委託料の支払いについては、前条に掲げる請求ごとに、各請求書を受理

した日から、それぞれ３０日以内に綾瀬市指定金融機関において支払うもの

とする。 


